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一 議員

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
た
め
臨
時

休
校
と
な
っ
て
い
た
小
中

学
校
の
授
業
時
間
の
未
履

修
時
間
は
何
時
間
発
生
し

て
い
ま
す
か
。
ま
た
、
ど

の
よ
う
な
対
策
を
と
っ
て

い
ま
す
か
。

②
進
学
を
控
え
た
学
年
へ

の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
ま

す
。

③
休
校
中
の
オ
ン
ラ
イ
ン

授
業
の
実
施
率
、
及
び
今

後
の
対
応
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

④
本
町
に
お
け
る
就
学
援

助
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

阿
部

 

原
発
事
故
で
の
被
曝
の

本
質
は
外
部
被
曝
で
は
な

く
内
部
被
曝
、吸
引
被
曝
。

　

γ
核
種
よ
り
も
遙
か
に

危
険
で
大
量
に
出
た
α
核

種
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
県

内
の
土
壌
調
査
は
国
・
県

各
本
部
（2011/11/29

付
）

な
ど
計
２
５
０
ヵ
所
ほ
ど

あ
り
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
２

３
９
＋
２
４
０
が
県
南
の

下
郷
町
で
63
・
８
Bq
／
㎡
、

伊
達
市
と
相
馬
市
と
の
境

で
45
・
９
Bq
／
㎡
な
ど
、

原
発
爆
発
の
前
に
は
な
い

数
値
を
記
録
。

　

し
か
も
、
飛
び
値
は
何

か
の
間
違
い
と
し
て
処
理

し
、
調
査
箇
所
を
増
や
す

ほ
ど
高
い
数
値
が
出
る
の

で
、調
査
を
打
ち
切
り
に
。

　

そ
れ
を
以
て
文
科
省
等

は
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発

事
故
と
は
違
い
α
・
β
核

種
は
無
視
で
き
る
と
結
論
。

当
町
に
つ
い
て
は
僅
か
に

土
壌
調
査
を
や
っ
た
の
み

で
す
。

　

町
長
は
現
在
ま
で
の
調

査
だ
け
で「
安
全
・
安
心
」

だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
か
。

　

違
う
と
す
る
な
ら
何
を

ど
う
し
ま
す
か
。

小
磯

教
育
長

①
小
学
校
で
81
時
間(

小

５)

、
中
学
校
で
85
時
間

で
す
。
学
校
行
事
等
に
必

要
な
時
数
を
通
常
授
業
に

振
り
替
え
、
夏
季
休
業
期

間
を
８
日
間
短
縮
、
金
曜

日
授
業
を
５
校
時
か
ら
６

校
時
に
す
る
こ
と
に
よ
り

不
足
標
準
時
数
を
確
保
し

ま
す
。

　

な
お
、
令
和
元
年
度
に

お
け
る
未
履
修
の
教
科
は

あ
り
ま
せ
ん
。

②
学
習
支
援
サ
イ
ト
を
４

月
下
旬
に
立
ち
上
げ
ま
し

た
。
ま
た
、臨
時
休
業
中
、

中
学
校
に
お
い
て
は
、
月

学
習
状
況

放
射
能
汚
染

未
履
修
時
間
の
状
況
と
対
策
は

教
育
長
／
夏
休
み
短
縮
、
時
間
割
変
更

α
・
β
核
種
の
調
査
を

町
長
／
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
調
査
を
計
画 曜

日
、
木
曜
日
の
２
日
間

を
登
校
日
に
設
定
し
、
中

学
３
年
生
は
、 

加
え
て
水

曜
日
を
登
校
日
と
し
、
学

習
機
会
を
確
保
し
ま
し
た
。

③
中
学
校
の
学
習
支
援
サ

イ
ト
の
ア
ク
セ
ス
数
は
、

６
月
４
日
現
在
、
２
２
１

４
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

④
小
中
学
校
へ
の
就
学
が

困
難
と
認
め
ら
れ
る
児
童

生
徒
に
対
し
て
、
新
入
学

児
童
生
徒
学
用
品
費
、
学

用
品
費
、
通
学
用
品
費
、

校
外
活
動
費
、
給
食
費
、

修
学
旅
行
費
、
卒
業
ア
ル

バ
ム
代
を
支
給
し
て
い
ま

す
。

①
本
町
に
お
け
る
感
染
者
・

濃
厚
接
触
者
の
発
生
と
そ

の
後
の
経
過
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

②
町
は
危
機
管
理
対
応
を

ど
の
よ
う
に
取
ら
れ
た
の

か
伺
い
ま
す
。

③
感
染
症
第
2
波
に
備
え

医
療
提
供
体
制
の
検
証
と

構
築
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

④
商
工
業
事
業
者
支
援
金
、

約
3
千
万
円
の
利
用
状
況

と
更
な
る
拡
充
策
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

小
磯

町
長

①
４
月
16
日
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者

が
発
生
、
６
人
の
濃
厚
接

触
者
が
確
認
さ
れ
、
相
双

保
健
所
で
経
過
観
察
を
開

始
し
て
い
ま
す
。

　

感
染
症
患
者
は
、
同
日

に
入
院
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

で
陰
性
と
な
っ
た
こ
と
を

確
認
後
、 

５
月
23
日
に
退

院
し
ま
し
た
。

　

濃
厚
接
触
者
に
つ
い
て

は
、 

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
で
陰
性

で
あ
る
こ
と
を
確
認
後
、

５
月
１
日
に
２
週
間
の
経

過
観
察
が
終
了
し
ま
し
た
。

②
防
災
行
政
無
線
に
よ
る

町
民
に
対
す
る
情
報
提

供
、
公
共
施
設
の
対
応
を

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
適
切
な
医
療
体

制
を
整
え
、
町
内
事
業
所

等
へ
感
染
症
対
策
徹
底
を

要
請
し
ま
し
た
。

③
町
内
医
療
機
関
で
は
、

発
熱
等
の
症
状
の
あ
る
患

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
ら
の
経
過
は

町
長
／
保
健
所
の
経
過
観
察
終
了

者
を
診
療
す
る
場
合
に
、

一
般
の
患
者
と
は
違
う
導

線
で
診
療
を
し
て
い
ま
す
。

　

国
や
県
に
対
し
、
双
葉

郡
内
へ
の
「
発
熱
外
来
」

の
設
立
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
体

制
の
拡
充
、
軽
症
者
受
入

宿
泊
施
設
の
拡
充
等
を
要

望
し
、
医
療
供
給
体
制
の

確
立
に
向
け
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

④
中
小
企
業
者
等
支
援
事

業
補
助
金
の
利
用
状
況
は
、

令
和
２
年
５
月
31
日
現
在

の
補
助
対
象
事
業
者
39
件

に
対
し
申
請
件
数
は
６
件

で
、書
類
審
査
を
実
施
し
、

交
付
決
定
し
た
件
数
は
５

件
で
す
。

　

特
別
資
金
信
用
保
証
料

補
助
金
の
利
用
状
況
は
、

令
和
２
年
６
月
５
日
現
在

あ
り
ま
せ
ん
。

　

更
な
る
支
援
の
拡
充
策

に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
、

県
の
中
小
企
業
者
等
に
対

す
る
支
援
策
を
注
視
し
な

が
ら
、
業
種
別
毎
の
現
況

を
確
認
し
検
討
し
ま
す
。

町
長

　

国
や
県
に
よ
る
調
査
の

結
果
は
、
被
曝
の
リ
ス
ク

は
低
く
、
放
射
線
被
害
は

少
な
い
も
の
と
受
け
と
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
は
平
成
29
年
度
か
ら

土
壌
試
料
の
α
線
放
出
核

種
測
定
を
実
施
し
、
今
年

度
は
調
査
地
点
の
数
を
増

や
し
、
β
核
種
の
ス
ト
ロ

ン
チ
ウ
ム
90
に
つ
い
て
も

調
査
す
る
計
画
で
す
。困窮する住民に支援を

町長／実態を確認して検討

　震災・原発事故あり、今度は新型コロナの騒動あり、生活が困窮
した住民がいるならば、町が主体となって救民基金などを設け、広

く企業団体などにも呼び掛けて、緊急時の支援金に当てることが出来ませんか。

　救民基金の創設については、現状の支援の状況や町内の実態を確認
し検討します。

救民基金

阿
部

　

「
日
本
は
致
死
率
が
低

い
」
と
は
新
型
コ
ロ
ナ
に

よ
る
死
亡
が
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
に
よ
る
死
亡
に
含

ま
れ
て
い
る
た
め
。

　

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
こ
の
ウ
イ
ル

ス
が
エ
イ
ズ
の
よ
う
に
免

疫
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
し
た

り
、
恒
久
的
に
体
内
に
残

る
可
能
性
が
あ
る
と
指

摘
。

　

重
症
者
の
死
亡
率
は
エ

ボ
ラ
出
血
熱
に
近
い
と
の

報
告
も
。

　

悪
性
度
の
高
い
欧
州
株

の
ウ
イ
ル
ス
が
全
国
に
拡

大
。

①
政
府
の
緊
急
事
態
宣
言

に
は
発
出
も
解
除
も
政
治

的
な
思
惑
が
あ
り
、
対
し

て
、
町
長
に
は
予
防
原
則

に
従
っ
た
判
断
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

　

何
を
根
拠
と
し
て
原
状

回
復
な
ど
の
判
断
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。

②
感
染
者
の
個
人
情
報
は

公
開
す
る
べ
き
で
は
な
い

で
す
が
、
町
は
住
民
の
公

益
に
配
慮
す
る
必
要
も
。

　

今
後
は
発
生
地
区
及
び

濃
厚
接
触
者
も
含
め
た
自

主
隔
離
先
は
県
と
相
談
の

上
、
公
表
す
る
べ
き
で
は

な
い
で
す
か
。

感
染
症
情
報

も
っ
と
詳
細
に
公
表
を

町
長
／
感
染
者
の
人
権
守
り
つ
つ
公
表

町
長

①
政
府
が
発
令
す
る
緊
急

事
態
宣
言
、
福
島
県
が
行

う
緊
急
事
態
措
置
を
受
け

て
、
町
は
、
こ
ど
も
園
、

小
中
学
校
の
対
応
、
社
会

体
育
施
設
等
の
公
共
施
設

の
使
用
制
限
な
ど
を
決
定

し
て
い
ま
す
。

②
現
行
制
度
で
発
生
地
区

や
濃
厚
接
触
者
の
居
住
地

の
公
表
は
で
き
な
い
こ
と

と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

感
染
者
の
人
権
は
も
と

よ
り
、
町
民
が
安
心
で
き

る
よ
う
確
実
な
情
報
の
提

供
を
し
て
い
き
ま
す
。

阿部

町長

中学校の学習支援サイト


